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発荷主受荷主取次事業者トラック事業者運転者
２．コンテナ情報の伝達

取組の流れ

別紙１

海上陸上

発荷主受荷主取次事業者トラック事業者運転者
船社・ターミナル

４．適切な積付け依頼

３．不適切コンテナの発見是正

・安全な速度で運転

１．安全運転

・車両の傾きを簡易計測

トラック事業者への運送依頼書にコンテ
ナ情報を日本語で転記。

２．コンテナ情報の伝達
（受荷主・取次事業者等）

１．運転者による安全運転
（トラック事業者、運転者）

○コンテナの状態を目視確認、必要に応じて車
両の傾きを簡易計測※１を実施
○緊締ロックを徹底し、安全な速度で運転

３．不適切コンテナ※２の発見及び是正
（全ての関係者）

○簡易計測※１等により不適切コンテナを発見
○不適切コンテナが発見された場合、以下の
とおり荷主まで連絡調整し 是正等を行う

常に安全な状態で運送

とおり荷主まで連絡調整し、是正等を行う。

４．適切な積付け（受荷主・発荷主）

○発荷主はマニュアルに基づき積付。
○受荷主は発荷主に対し適切な積付け依頼

中身が分からないまま運送す
ることを防止

※１ メジャー等による簡易計測

○受荷主は発荷主に対し適切な積付け依頼。

※２不適切コンテナとは過積載、偏荷重、高重
心、その他不具合をいう。

不具合への対応を円滑化し、
水際で不適切コンテナを排除

不適切コンテナの発生防止

①過積載 ②偏過重 ③高重心 ④損傷等※

左端の
高さ

右端の
高さ

左右の高さの差が
５ｃｍ以上で原則是正

３２
トン

※緊締装置の損傷、内容物の漏れなど、安全に輸送できない状態。


